
令和７年度 漁船安全操業推進会議 講演資料

漁業における事故の発生状況について

令和７年10月2４日

漁政部企画課

【講演１】



事例①：実習生と共に地域活性化！ 令和６年の死傷者は 284 人で、前年より増加。
 漁船の事故は、全ての船舶事故隻数の約3割を占めている。
 漁業における死傷者は、船舶事故を伴わない人身事故（負傷、海中転落）が多い。

資料：海上保安庁「海難の現況と対策」（船舶事故データ、人身事故データ）を基に水産庁で作成 1

＊病気及び自殺は含まない
＊平成30年以降は、調査方法が異なる
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事例①：実習生と共に地域活性化！ 漁船における令和６年の船舶事故は「運航不能」「衝突」「転覆」が多い。
 令和６年の衝突事故発生隻数は減少したが、依然として高い水準が続いている。衝突事故防止には

AIS の導入が有効であるところ、小型漁船への AIS の普及促進やAIS の機能を有するスマート
フォン向けアプリの活用を推進していくことが重要。

資料：海上保安庁「海難の現況と対策」に基づき水産庁で作成

漁業における事故の発生状況（船舶事故）

２

漁船における衝突事故発生隻数の推移
漁船事故種類別割合（R６）

資料：海上保安庁「海難の現況と対策」に基づき水産庁で作成

漁船のAIS普及率の推移
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資料：水産庁「漁船統計表」及び総務省からの情報提供を基に水産庁で作成
※AIS瀬搭載数は年度末（３月）時点。漁船数は12月末時点で、令和５年以降の
データがないため、令和４年のデータを使用
※簡易型AISを含む



衝突事故防止のための取組
 水産庁HPに、小型漁船の衝突事故防止のためのポイントをまとめたリーフレットを掲載しておりま

すので、漁協等で開催する安全研修などでご活用ください。

３



AISに関する支援制度について①
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水産庁では、漁業労働安全確保・革新的技術導入支援事業により、漁船の衝突事故を防止するため、
高齢者等が操船する漁船を対象に、船舶自動識別装置(AIS)の導入を支援しています。

※ご利用に当たっては、事業実施主体（（一社）海洋水産システム協会）にお問い合わせください。なお、本年度の公募は終了しました。

お問い合わせ先：水産庁研究指導課 03‐3591‐7410

AIS設置を最大10万円助成

・補助額 ：上限10万円
・対象漁船 ： 満65歳以上となる高齢漁業者が操船することが予定される小型漁船（20トン未満）
                   ただし、中古品の購入やリースによる調達による場合は助成対象外です。

漁船へのＡＩＳの設置に当たっては、漁協系統金融機関である信用漁業協同組合連合会等が融資
する漁業近代化資金など、低利な制度資金が活用できます。

※貸付利率は、金利情勢により毎月変動しますので、ご利用に当たっては、お近くの漁協にお問い合わせください。

お問い合わせ先：水産庁水産経営課 03‐6744‐2347

AIS設置に活用できる低利な制度資金

漁業近代化資金の貸付条件（漁船漁業者の場合）
貸付限度額 ：20トン未満漁船建造等資金借受者 0.9億円

：20トン以上漁船建造等資金借受者 3.6億円
償却期限（据置期間）：10年（３年）（漁船用機器単独設置の場合）



AISに関する支援制度について②

５

日本漁船保険組合では、漁船の海難防止等を目的に、AIS

設置漁船に対し漁船保険料の一部を最大20万円助成します。
なお、リース漁船（浜の担い手漁船リース緊急事業、漁船漁
業構造改革緊急事業、水産業成長産業化沿岸地域創出事
業）の助成額は最大10万円となります。

※ご利用に当たっては、各都道府県の日本漁船保険組合支所にお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ先：水産庁漁業保険管理官 03‐6744‐2357

AIS設置漁船には漁船保険料を最大20万円助成

・保険料助成額 ： 国庫負担を除いた純保険料に対し10％
（５トン未満船は20％）

・対象漁船 ： AIS又は簡易型AISを設置した漁船
                   ただし、①法令等で設置義務のある漁船
                              ②もうかる漁業創設支援事業及びがんばる

漁業復興支援事業の対象漁船
は助成対象外です。

なお、対象漁船ごとに漁船保険の助成を申請できる契約数は５契
約までです。



 農林水産省HPに、スマートフォンを活用した AIS アプリ（無料で使えます！）の開発・導入状況の
講演動画を掲載しています。こちらもご参考ください。

（参考）スマートフォンを活用したAISアプリ

６

農林水産省HP：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen/event.html
YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=hMfoTLUoEyc

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen/event.html
https://www.youtube.com/watch?v=hMfoTLUoEyc


海中転落事故の現況とライフジャケットの着用効果
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 海中転落事故のうち４割が漁船によるもの。海中転落事故は、死亡事故に発展しやすい。
 海中転落者のうち、ライフジャケット着用者の生存率は非着用者に比べ約２倍に上がる。
 平成 30 年２月以降、原則、小型船舶の暴露甲板に乗船している者すべてにライフジャケットの着
用が義務化、令和４年２月から違反点数が付与されているが、義務化後も依然としてライフジャ
ケット非着用の漁業者が散見される。

※平成28年以前は、調査方法が異なるため、それ以降とは連続しない。

資料：水産庁調べ

漁船の海中転落者数及び死者・行方不明者数の推移

生存率
約2倍

ライフジャケット着用の有無による海中転落者の生存率（R2～６年）

漁業者の出漁時におけるライフジャケットの着用率の推移

※ 船舶事故による海中転落及び船舶事故以外の乗船中の事故による海中転落者の合計
資料：海上保安庁調べ
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資料：海上保安庁「海難の現況と対策」

海中転落事故における船舶種類別の割合（R6年）

※ 船舶事故以外の乗船中の事故による海中転落者数
資料：海上保安庁「海難の現況と対策」に基づき水産庁で作成



都道府県別ライフジャケットの着用率（令和６年度）
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 昨年度に比べ全体的に着用率が向上している一方、依然として低い地域が散見される中で、前年度
を大幅に下回る地域も見受けられている。

 確実なライフジャケットの着用に向け、引き続き周知・啓発をお願いします。
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事例①：実習生と共に地域活性化！ 漁船における労働災害発生率は、船員法適用事業において一般船舶の約２倍、それ以外の事業に
おいては、陸上における全産業平均の約５倍と高い水準。

 船員法適用事業の災害発生率は減少傾向にあるが、それ以外の事業の災害発生率はやや増加傾向。

９

漁業における事故の発生状況 ②

資料：国土交通省「船員災害疾病発生状況報告（船員法第111条）
集計書」に基づき水産庁で作成
船員災害疾病発生状況報告に基づき職務上休業４日以上の死傷者数
を用いて算出

資料：厚生労働省の「職場あんぜんサイト」に基づき水産庁で作成
労働者死傷病報告による休業４日以上の死傷者数を用いて算出
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事例①：実習生と共に地域活性化！
 一部労基法の適用を受ける漁業及び養殖業における休業４日以上の労働災害発生件数を、水産庁でとりまとめた。
 労災発生件数は、漁船漁業では定置漁業が最も多く、次いでひき網漁業が多い。養殖業では魚類、貝類の順に多

い。事故の型別で見ると、 「転倒」 、「はさまれ・巻き込まれ」が多い。

漁業分野における死亡・行方不明又は休業４日以上の労働災害発生件数（職種別、事故の型別）

漁業における事故の発生状況（労働災害：労基法適用）

【漁船漁業】

【養殖業】

（2019年～2023年の5年間の合計値）

（R元年～R5年の5年間の合計値）

注：労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条に基づき労働基準監督署に提出された、労働者死傷病報告を基に水産庁で集計・分析。 10



事例①：実習生と共に地域活性化！ 船員法の適用を受ける漁船における休業３日以上の労働災害発生件数を、水産庁でとりまとめた。
 死亡又は休業３日以上の労災発生件数は、「はさまれ・巻き込まれ」や「転倒」が多い。
 このうち、死亡・行方不明に至る事故は「海難」と「海中転落」の順に多い。

11

船員法の適用を受ける漁船における死亡・行方不明又は休業３日以上の災害発生件数（職種別、事故の型別）

漁業における事故の発生状況（労働災害：船員法適用）

資料：国土交通省「船員災害疾病発生状況報告 (船員法第 111 条) 集計書」に基づき水産庁で集計

（2019年～2023年度の5年間の合計値）【漁船】

【うち、死亡・行方不明者数】

ライフジャケットの
着用が重要！！

（2019年～2023年度の5年間の合計値）

有害物等
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有害物等
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動作の反動
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激突され 激突 飛来・落下 墜落・転落切れ・こすれ その他

はさまれ

巻き込まれ
激突され 墜落・転落 海中転落 海難 火災 その他 不明 合計

鰹 1 1 2 5 9
鮪 1 4 2 1 8
遠底 0
沖底 1 2 1 1 5

以西底 0
まき網 3 1 4 5 13
いか 1 1 1 3
鮭・鱒 0
その他 2 5 14 21
合計 6 2 4 16 17 6 7 1 59
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一人親方等における事故の発生状況

漁業就業者数（令和４年）

資料：農林水産省「漁業構造動態調査」
漁業就業者：満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に30日以上従事した者をいう。
※下１桁で四捨五入しているため、合計値の値と異なる

 「一人親方等」とは、労働者を使用しないで事業を行う者及びその事業に従事する者（個人経営
体の自家漁業のみを行う者）。

 漁業における労働災害の発生状況のうち、漁船員については船員法に基づき休業３日以上の災害
発生状況になる報告が義務付けられており、その他の漁業労働者については労働安全衛生法に基
づき休業４日以上の災害発生状況に係る報告が義務付けられているが、漁業就業者全体の約半数
を占める「一人親方等」の災害発生状況は報告の対象外となっている。

 これらの現状を踏まえ、令和６年度から、一人親方等を対象とした漁業における労働災害発生状
況に関する実態調査を実施。

①漁船員：
国土交通省「船員災害疾病発生状況報告」

②その他の漁業労働者：
厚生労働省「労働者死傷病報告」

一人親方等：
事故発生状況に関する統計なし

１１月以降、全国の漁業協同組合や労災保険の特別加入団体を対象に令和６年度分の一人親方等を対象とした漁
業における労働災害発生状況に関する実態調査を実施予定

ご協力のほど、よろしくお願いします。 12

回答状況
R４年度 R５年度 合計

労働災害 63 65 128
（船舶事故によらない労災） 53 49 102
（- うち、死亡・行方不明） 11 17 28

（船舶事故による労災） 10 16 26
（- うち、死亡・行方不明） 6 8 14
船舶事故のみ 19 25 44

回答数 82 90 172



作業安全のための取組 ①

事例①：実習生と共に地域活性化！ 水産庁では漁業労働災害を防止するため、漁船の
安全操業や航行について知識を有する安全推進員
を養成するための「漁業カイゼン講習会」や、安
全推進員を指導する安全責任者を養成するための
「漁業安全責任者講習会」を全国各地で開催。

 漁業カイゼン講習会は船上で発生する転倒やロー
ラーへの巻き込まれなど労働災害を防止するため
の講習会。無料でテキストや講師派遣も実施して
おり、ご活用ください。。

申請者 開催日 推進員
（漁業者等）

支援員
（漁協職員等） 主な漁業種類

船員災害防止協会北海道支部 6月22日 36 9沖合底曳網

新潟県漁業協同組合連合会 9月3日 45 4大型定置網、採貝藻

千葉県農林水産部水産局
水産課 11月29日 18 10まき網

香川県農政水産部水産課 1月21日 11 3小型機船底曳網

香川県農政水産部水産課 1月31日 1 44海苔養殖

香川県農政水産部水産課 2月4日 20 4小型機船底曳網

宮崎県立高等水産研修所 2月25日 8 10かつお一本釣り、まき網

和田島漁協 3月17日 13 1小型機船底曳網

合計 152 85

（参考：令和６年度実績）

13



 URLもしくは二次元コードから
アクセスすることで簡単に動画
を視聴できるため、

・個人での視聴
・イベント
・安全研修等

 
にご活用ください。

作業安全のための取組 ②

14

 安全対策のためのチェックポイント等を分かりやすく伝えるための映像コンテンツを作成。

 労働安全衛生法では、雇用形態
や国籍にかかわらず、すべての
労働者について、雇入れ時や作
業内容の変更時に安全衛生教育
を行うよう、事業者に義務を課
しています（罰則あり）。

 船員労働安全衛生規則において、
船員に対し、船内の安全及び衛
生に関する基礎的事項や船内の
危険な又は有害な作業について
の作業方法等について教育を行
うよう、船舶所有者に義務を課
しています（罰則あり）。



事例①：実習生と共に地域活性化！

15

漁業分野作業安全学習教材（インドネシア語版）
「安全に漁業を行うために」

 漁業では、多くの外国人材が従事しており、その多くはインドネシア人。
 外国人材が巻き込まれる労働災害も多く発生していることから、水産庁において、インドネシア
語版の漁業分野作業安全学習教材（テキスト）を作成しているので、漁業現場で作業を行う特定
技能外国人や技能実習生の安全教育などにご活用ください。

労働災害を無くすためには、外国人材自身も
安全対策を自分事と捉え、ヒヤリ・ハット等
をまわりに共有することが重要。

作業安全のための取組 ③



事例①：実習生と共に地域活性化！
 令和7年6月1日から、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ
適切に対処することが可能となるよう、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義
務付け。事業者が以下の対策を行わなかった場合、６か月以下の懲役又は50万円以下の罰金。

 水産庁において、処置の例を記したフロー図を作成しているので、現場の熱中症対策にご活用く
ださい。

熱中症対策について

16

 熱中症対策の義務化周知啓発動画も合わせてご活用くだ
さい。

YouTube：
https://www.youtube.com/watch?v=ZFl8JOvZQuc
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資料：海上保安庁調べ

漁業における熱中症疑いによる死傷災害人数の推移

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施」が見込まれる作業

対象となるのは

https://www.youtube.com/watch?v=ZFl8JOvZQuc


おわりに

（4）作業安全動画の視聴

（5）ライフジャケットの着用徹底
（6）AISの導入

肉体的・精神的な
ダメージ 経営や家族への影響

漁業に対する
      就労意欲への影響

安全な産業になり、後継者に漁業を継いでもらうことが重要

！

②研修などの活用

③安全な服装・設備の徹底

①自己点検

！ ！

ひとたび労働災害が起きれば・・・

（3）「漁業カイゼン講習会」（無料）の受講

（7）作業安全に資する新技術の導入

（１）作業安全規範チェックシートの活用

漁業カイゼン講習
会の受講を希望さ
れる方は、全国漁
業就業者確保育成
センターまで
TEL：03-6450-4666

（２）危険個所の把握・改善

(1)

(2)・(3)

(5) (6) (7)

(4) 作業安全動画のURL、
二次元コードはこちら

https://www.youtu
be.com/playlist?lis
t=PLMvvhD9xvwfk
ndXSSfNU_dRGwh
DcXbOPp

水産庁では作業環境に適
した着やすいライフジャ
ケットを紹介しています
https://www.jfa.maff.go.jp/j
/kikaku/attach/pdf/anzen-
3.pdf

漁労機器の音声制御
（停止・操作）システム

AISに関する支援制度
はこちらでも紹介して
います
https://www.jfa.maff.go
.jp/j/kikaku/attach/pdf/
anzen-70.pdf

事業者の方々に取り組んでいただ
きたい事項を整理したチェック
シートです。事業団体向けもござ
います。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/
210309.html
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